
2.（１)世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研究開発等に関する施策 

健康・医療戦略（平成26年7月閣議決定、平成29年2月一部変更）抜粋  

２）国が行う医療分野の研究開発の環境の整備 

○臨床研究及び治験実施環境の抜本的向上 
 革新的医療技術創出拠点プロジェクトにおいて推進している橋渡し研究支援拠点及び臨床研究中核病
院等（以下「革新的医療技術創出拠点」という。）並びに国立高度専門医療研究センター（ナショナル
センター）といった拠点を総合的に活用し、それらを中心としたARO（Academic Research 
Organization）機能の構築による臨床研究及び治験を推進する。臨床研究及び治験を進めるため、ナ
ショナルセンター等をはじめとする医療機関が連携して症例の集約化を図るネットワーク（クリニカ
ル・イノベーション・ネットワーク）を整備するとともに、今後も、これらの資源を有効に活用しつつ、
更なる機能の向上を図り、国際水準の質の高い臨床研究や治験が確実に実施される仕組みを構築する。 

1. 医療・健康・介護 

未来投資戦略2017（平成29年6月閣議決定） 抜粋  

（２）新たに講ずべき具体的な施策 

 iii) 日本発の優れた医薬品･医療機器等の開発･事業化 

国立高度専門医療研究センター（NC）や学会等が構築する疾患登録システム等のネットワーク化を行
う「クリニカル・イノベーション・ネットワーク」の構築による効率的な臨床開発のための環境整備や、
PMDAの医療情報データベースシステム（MID-NET）の構築による医薬品等の評価と安全対策を高度
化するための環境整備を進める。 
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